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１

 指定管理者制度とは、地方公共団体が設置する「公の施設」の管理運営を

民間事業者等に委任することを可能とした制度です。

 公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、利用者のサービスの質を向上

させることを目的に2003年（平成15年）９月に創設されました。

地方自治法第244条の２

１．指定管理者制度とは

出所：「指定管理者制度の解説について」（横山幸司 滋賀大学社会
連携センター）をもとに作成

他手法との

関係性図
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２．指定管理者制度の特徴➊

❶指定管理者になることができる団体

指定管理者になれるのは「法人その他の団体」です。

⇒民間事業者、NPO法人、公共的団体など

団体であれば法人格の有無にかかわらず指定管理者に指

定することができますが、個人を指定することはできま

せん。
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２．指定管理者制度の特徴➋

❷指定管理者の位置づけ

指定管理者を指定することで、公の施設の管理権限は、地

方公共団体の長から指定管理者に委任されます。

⇒指定管理者は、地方公共団体の長に代わり、公の施設の

管理運営を行う管理権限を持つことになる。

公の施設
の業務

管理運営
施設の清掃、点検、補修
受付、案内、イベントの実施など

行政処分
施設の使用許可

• 使用料の強制徴収
• 不服申立てに対する

決定
• 行政財産の目的外使

用許可
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２．指定管理者制度の特徴➌

❸指定管理者が行う業務
⑴指定管理業務
公の施設の設置条例に定める業務の範囲内において行う
業務です。

⇒業務の内容は仕様書や、地方公共団体と指定管理者間
の協定書で定める。

⑵自主事業
指定管理者が施設のサービス向上のため、指定管理業務
の遂行を妨げない範囲で実施する任意の事業です。

⇒自主事業の実施が認められている施設では、その条件
を募集要項に記載して提案を募る。

⇒独立採算制で指定管理料の算定には含まれない。
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２．指定管理者制度の特徴➍

❹利用料金制

指定管理者は、条例に定められた範囲内で直接利用者か

ら料金を徴収することができます。

⇒自らの収入として計上できる。

項目 使用料（直営等） 利用料金制（指定管理者制度）

料金の収納先 市の歳入 指定管理者の収入

料金設定 市が条例で定める
条例で定めた範囲内で指定管理者が市
の承認を得て定める

料金徴収 直営の場合は市職員 指定管理者

利用促進のイン
センティブ

なし
あり
（収入が増えれば指定管理者の収入が
増える）
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２．指定管理者制度の特徴➎

❺管理運営状況の確認・指示（モニタリング）

地方公共団体は、施設の設置者として責任を果たす立場

から、指定管理者の管理運営状況を確認し、必要に応じ

て指定管理者に対して改善勧告を行います。

⇒次回評価時に改善ができていない場合は、時期を定め

て業務の全部又は一部の停止命令、指定の取り消しを

行うことができます。
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２．指定管理者制度の特徴❻

❻指定管理者制度導入の手続き

制度を導入する際には、指定の手続き、管理の基準及び

業務の具体的範囲を条例で定める必要があります。

指定管理者を指定することについては、議会の議決が必

要です。
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３．指定管理者制度導入・運用のフロー

設置管理条例の改
正

管理者の募集

申請受付、審査選
定

候補団体の決定

議案作成・議決

協定の締結

管理の実施

モニタリングの実
施
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施設ごとの設置管理条例を改正する。

業務の範囲や内容、指定期間などを明記した募集要項を作成
し、公式ホームページなどで募集する。

申請のあった団体のうちから選定委員会で審査し、最も
適当な団体を選定する。

施設の名称、指定管理者となる団体名、指定期間についての
議会の議決を得る。債務負担行為設定。

委任する業務の細目を定めた協定を指定管理者と締結する。

指定管理者に管理を委任

実施状況や施設の利用状況等を把握し、適正な管理が行われ
ているかを評価する。必要に応じて改善点の指示。

公の施設

８

or

直営

指定管理者制度


